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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は「わかりやすい裁判を普及させる」のに貢献することである。裁判員裁判の
普及にともなって、法律知識の少ない一般人にも裁判がわかりやすいものとなるような努力が、裁判を行う法曹に求め
られ、裁判上で飛び交う法律用語や法的知識を、ICTを駆使してわかりやすく説明することが不可欠である。本研究は
、法廷で弁護士がPowerPointスライドを用いて、わかりやすい弁論を行えるようにICTで支援することを研究してきた
。成果として、アメリカにおける現場視察およびその実現方法についてを3論文にまとめ上げた。今後の研究方向の道
筋提示とそのプラットフォームを提供できたことが最大の成果であると考えている。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this research is to contribute to "to spread a comprehensible 
trial." With the start of the lay judge system, lawyers must let lay people of less legal knowledge 
understand a trial easyly. Thus it is necessary to explain the legal term or knowledge swirling around 
courtrooms with images or video clips by full use of ICT. This research is focusing on assisting a lawyer 
to do persuasive arguments using some PowerPoint slides in trial with ICT. As a result of this research, 
I have written 3 articles about on-site review and its implementation in the United States. It is the 
best achievement of this research to provide with the platform for the future research directions and the 
paths to be presented.

研究分野： 法情報学
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１． 研究開始当初の背景 
 
 本研究『裁判員裁判での ICT を活用した法
廷プレゼンテーション支援研究』は、次の 2
点の背景を研究契機として開始した。 
 
(1)国民にとって分かりやすい裁判実現を支
援する 
 2009 年 5月に裁判員制度が導入され、法曹
にも法廷でのプレゼンテーション能力が求
められている。つまり、難解な法律用語や事
件の流れなどを、一般国民から選ばれた裁判
員に対して、わかりやすく効率的に説明でき
るという能力が求められている。しかしなが
ら、現状では裁判所（裁判員法廷）にはハイ
テク機材が導入されているにもかかわらず、
これらが十分に活用されておらず弁護士で
は PowerPoint を使った高度なプレゼンテー
ションが行えない状態に留まっている。これ
に対峙する検察側は、裁判員法廷でのプレゼ
ンテーション技術の開発・訓練を、検察庁が
組織をあげて行っている。検察官は、
PowerPoint スライドやフリップボードを使
いこなした非常にわかりやすい弁論を行い、
法律の素人である裁判員に好印象を与えて
いる。一方、弁護士は、国選弁護士として被
告人を弁護するケースが多く、弁論そのもの
に時間と労力を費やすことはできず、裁判員
制度対策としても、弁護士会での単発的な研
究会を開催するといった程度の準備でもっ
て、法廷に臨んでいる。さらには、PowerPoint
を使うことすらできない弁護士が多く、たと
え使えたとしても、検察側の作成する
PowerPoint スライドに対抗できるほどの見
栄えのするスライドを作成している時間も
暇もない。よって、裁判員法廷が開かれる前
から、無罪を勝ち取ることはほぼ不可能とな
り、現状有罪率 99%という状況がさらに高ま
り 100%に近づく可能性が高くなってしまう。
諸外国を見ても有罪率が 99%という数値は異
常であり、健全な刑事司法制度の運営に支障
を来すものであり、回避しなければならない
と考えている。 
 
(2)プレゼンテーション技術のサポート 
 このような弁護士の置かれた状況を打破
するためには、弁護士が PowerPoint スライ
ドを駆使できるようなサポートをする必要
がある。しかし、弁護士会にはそのようなス
キルを提供できるだけの能力がなく、せいぜ
い研究会を開く程度のことしかできていな
い。よって、本研究では、弁護士にとって、
法廷で使える PowerPoint スライドを作成す
るための支援方法の研究・開発を行う。 
 
 
２． 研究の目的 
 
 本研究の目的は、弁護士が裁判員法廷で行
う 弁 護 活 動 を 、 ICT (Information and 

Communication Technology)を積極的に導入
させて効率化し、積極的な支援をはかるため
の研究を行うことである。裁判員制度の下で
は、法律知識を持たない一般人が刑事裁判に
参加し、弁護士は、法廷において、これまで
以上に理解し易く質の高いプレゼンテーシ
ョン技術が求められている。これを ICT の積
極的な利活用により、技術的に支援するため
の手法を研究開発する。 
 
 
３．研究の方法 
 
 本研究では、法廷で弁護士等の法曹が使え
る PowerPoint スライドといった法廷用プレ
ゼンテーション素材の作成を行い、これを
「プレゼン用法律素材」として、一般公開し
分かりやすい裁判が普及することに貢献す
る。研究は通算 3 ヶ年で行う予定であった。
初年度は「準備」に重点を置き、本研究の作
業環境および作業組織を整備する。第 2年度
は「制作支援」に重点を置き、コンテンツ作
成などの作業を進め、成果物を作成する。第
3 年度は「フィードバック」に重点を置き、
ここまでの研究成果を広く利用してもらえ
る環境を整える。以下、年度毎に研究方法を
詳しく説明する。 
 
(1)第 1年度(平成 23 年) 
 初年度は、裁判員法廷で弁護士側が使える
ような PowerPoint スライドの作成支援のた
めの調査研究および次年度以降の「プレゼン
用法律素材」制作のための環境作りを行う。
具体的な環境作りとしては、プレゼンテーシ
ョン技術の向上を目指すために最新のプレ
ゼンテーション技術および裁判員法廷での
弁論におけるプレゼンテーションに必要な
スキルを調査・研究することから始める。そ
してユーザーとなる弁護士のニーズを吸い
上げ、次年度以降の「プレゼン用法律素材」
作成にフィードバックする。さらに、「プレ
ゼン用法律素材」作成に必要なハードウェア
(画像処理用ノート・パソコン)とソフトウェ
アを調達し環境を整える。 
 
(2)第 2年度(平成 24 年) 
 第 2年度は、法廷でのプレゼンテーション
で使われる PowerPoint スライドの制作がで
きる環境を活用し具体的な制作支援を行う。
弁護士に代わって弁論要旨や冒頭陳述書な
どで使う資料としての PowerPoint スライド
や法廷に提出する証拠資料としての動画や
画像などのグラフィック技術を駆使した製
作物を提供していく。特に、第 2年度は、「プ
レゼン用法律素材」作成を中心に研究を進め
たい。また、ハードウェアとしては、画像処
理などの作業効率を上げるために、可搬性を
考慮して処理速度の速いノート・パソコンを
導入する。実際に制作にあたる作業員となる
法科大学院生や法学部ゼミ生事前教育を行
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う。こうした素材を作成するには、まずコン
ピュータを操作する技術が必要であり、併せ
て法律知識がないと素材は完成できない。た
とえば、危険運転致死の事案においては、事
故現場の画像や事故が起こるまでの様子を
Flash 等の動画で表現することや、故意と過
失という概念の説明イラスト等は、法律的知
識を持った者でなければできないものであ
る。よってこの両者を兼ね備えた法科大学院
生や法学部ゼミ生を活用して、若くて独創性
のある者達の力を借りて成果物を作成して
いく。また、海外にも目を向けてアメリカな
どの法廷で使われている素材の研究および
法科大学院での教育用カリキュラム化へ繋
げたいと考えている。 
 
(3)第 3年度(平成 25 年) 
 第 3年度は、研究した技術や成果物を弁護
士実務にフィードバックする手法を研究開
発して、実践していく。本研究から生み出さ
れた「プレゼン用法律素材」や法廷プレゼン
テーション用 PowerPoint スライドを素材と
してデータベース化し素材集として、弁護士
に対して公開し利用してもらう。最終年度で
は、ここまで得た成果を利用してもらえるよ
うな環境構築と作成する素材類の質的向上
と量的な広がりを模索する。 
 
 
４．研究成果 
 
 年度毎に次のような成果を上げてきた。 
(1)第 1年度(平成 23 年) 
 初年度である平成 23 年度では、次年度以
降の研究のための環境整備を主に行った。 
第 1に、裁判員法廷で弁護士側が使えるよう
な PowerPoint スライドの作成支援のための
調査研究を、第 2に次年度以降の「プレゼン
用法律素材」制作のためのハードウェアおよ
びソフトウェアの環境作りを行った。具体的
に、第 1については、プレゼンテーション技
術の向上を目指すための最新のプレゼンテ
ーション技術、裁判員法廷での弁論における
プレゼンテーションに必要なスキル、実際の
現場での利用状況等を調査・研究した。第 2
の環境作りとしては、「プレゼン用法律素材」
作成に必要なハードウェアとして、高速な画
像処理ができるデスクトップ・パソコンおよ
び素材となるソフトウェアを購入した。これ
らの環境を生かして次年度以降の「プレゼン
用法律素材」をどのように効率的に生み出せ
るかを考慮しつつ、試行錯誤しながら研究室
環境を整えた。具体的な成果としては、第 1
に、裁判員裁判における ICT の利用状況を調
べてまとめた論文を執筆したこととが挙げ
られる(論文 No1.「裁判員裁判における ICT
利用について」)。第 2 には、私の担当する
法学部ゼミ生に裁判員裁判でわかりにくい
法律用語を拾い出させ、その用語を視覚的に
理解させるさまざまな PowerPoint スライド

を作成させたことである(Figure1,2)。 
 
(2)第 2 年度(平成 24 年) 
 第 2 年度である平成 24 年度では、前年度
で構築した「プレゼン用法律素材」作成研究
環境整備研究結果を踏まえ、研究の視野を広
げるべく、アメリカへの海外視察を中心に行
った。具体的には、アメリカ合州国ミネソタ
州の William Mitchell College of Law にお
いて客員研究員(Visiting Scholar)として滞
在し、平成 24 年年 7月 31 日～8月 27日（26
泊 28 日）まで、ミネソタ州の裁判所におけ
る法廷およびロースクールでのICT利用状況
を視察した。研修期間を通じて、William 
Mitchell College of Law において個人研究
室を配置させていただき、ここを拠点として
日程調整を行いながら、下記の場所の見学お
よび担当者との意見交換を行った。裁判所と
しては、Minnesota 州の Hennepin 郡 District 
Court、州最高裁判所、アメリカ連邦地裁
District Court of Minnesota の Minneapolis
および St. Paul 両裁判所を見学した。法律
事務所としては、Minneapolis 市に拠点をお
き ICTに力を入れている 3つの法律事務所を
見学させて頂いた。アメリカの法廷における
法廷プレゼンテーションが先駆的であるこ
とは、周知のことであり、具体的にどのよう
に日本の法廷にそれらの技術やスキルを導
入できるかを比較検討し、大変有意義な情報
を得られたと考えている。具体的な成果とし
ては、第 1に、上記海外研修の結果をまとめ
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た論文を執筆したこととが挙げられる(論文
No.2.伊藤博文「ミネソタ州の裁判実務にお
ける ICT 利用について」)。第 2 には、私の
担当する法学部ゼミ生に裁判員裁判でわか
りにくい法律用語を拾い出させ、その用語を
視覚的に理解させるさまざまな PowerPoint
スライドを作成させたことである。 
 
(3)第 3年度(平成 25 年) 
 第 3 年度である平成 25 年度は、研究代表
者が University of Hawai’i School of Law
にて 1年間海外研修を行ったため、当初の予
定通りに研究が進められなかった。これは、
科研費申請時には予定されていなかった研
修であり予期せぬ事であった。特に前年度ま
でに揃えた器材による日本国内での研究環
境を利用できなかったため、スライド作成の
方は進捗がなかったが、この機会を活用して
研究の視野を広げるべく、海外視察を行うこ
とができた。 
 海外視察という点での成果は以下である。
平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日
までの 12 ヶ月間、アメリカ合州国ハワイ州
立大Mānoa校ロースクールであるUniversity 
of Hawai'i at Mānoa William S. Richardson 
School of Law に 客 員 研 究 員 (Visiting 
Scholar)として、ハワイ州にある州裁判所を
中心に法廷におけるICTの利活用状況を見学
し、現状と問題点を調査した。この間、さま
ざまな法曹関係者と会い意見交換を行って
きた。ハワイ州にある全ての裁判所を 1年が
かりで訪れ、さまざまな法廷を見てきた。実
際にICTを駆使している弁護士に会うという
ことで、何人かの ICT に詳しい弁護士と直接
会って話を伺うことができた。合州国連邦地
方裁判所でITを専門に扱うWalea Kalama氏、
Goodsill Anderson Quinn & Stifel 法律事務
所の Thomas Benedict 弁護士、Mark Tarone
弁護士、法律事務所コンサルタント業務を行
っている、Eric Fleckles 氏、McCorrison 
Miller Mukai MacKinnon LLP 法律事務所の
IT関係を担当するStephen S. Holms弁護士、
Bays Lung Rose & Holma 法律事務所の Craig 
P. Wagnild 弁護士(ハワイ州弁護士会の会長
(当時))、Harvey J. Lung 弁護士、SHOWA LAW 

OFFICE の Andrew Daisuke Stewart 弁護士
らと逢い貴重な意見交換を行うことができ
た。また裁判所訪問時には、ハワイ島(Big 
Island)の州裁判所の Kona 支部では、Law 
Clerk の Kori Weinberger 氏、Elizabeth A. 
Strance 判事と意見交換ができた。支部では、
Law Clerk の Adam Mckie 氏の案内での法廷を
見学し、貴重な情報交換ができた。アメリカ
の弁護士・裁判官や Law School 教授との対
話は、今後の研究の方向性を考えるにあたり
とても大きな示唆を与えてくれた。 
 
(4)第 4年度(平成 26 年) 
 最終年度となった平成 26 年では、研究し
た技術や得られた知見を活用して成果物を
弁護士実務等にフィードバックする手法を、
また研究での成果物を利用してもらえるよ
うな環境構築と作成する素材類の質的向上
と量的な広がりを研究するための資料収集
を行った。 
 第 4年度では、第 3年度にハワイ州におけ
る海外研修で得られた技術や知見をまとめ
る作業を行い成果物として論文にまとめた
(論文 No.3.伊藤博文「ハワイ州の法実務・教
育における ICT 利用について」)。さらに法
廷でのプレゼンテーションで使われる
PowerPoint スライドの制作ができる環境を
整えることができた。特に、海外視察などで
得た知見を利用して、どのようなコンテンツ
が求められるのか、どのようなプレゼンテー
ション手法が求められているのかが研究で
き、研究の幅が広げたと考えている。
PowerPoint 一辺倒ではなく、Prezi などのプ
レゼンテーション方法も選択肢として考え
る必要性を認識できた。 
 最後に、目的達成度と反省点である。本研
究の目的は、弁護士が裁判員法廷で行う弁護
活動を、ICT を積極的に導入させて効率化し
積極的な支援をはかるための研究を行ない、
弁護士に理解し易く質の高いプレゼンテー
ション技術を提供することであった。目的の
達成という点において、今社会が求めている
「わかりやすい裁判」のニーズを捉えること
ができ、それを法曹に提供するための問題点
も把握することができた点においては研究
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立ち上げ配信を始めているが十分ではなく、
今後の研究課題と考えている。
として不充分であり反省すべき点は、法科大
学院での教育用カリキュラム化へ十分に繋
げられなかったことがある。また、研究した
技術や得られた知見を活用して成果物を弁
護士実務等にフィード
た研究での成果物を利用してもらえるよう
な環境構築と作成する素材類の質的向上と
量的な広がりを研究する
これらは今後の研究課題として繋げたいと
考えている。 

今後も法廷で弁護士等の法曹が使え
PowerPoint スライドの精度を向上させると
ともに、次年度以降もゼミ生や法科大学院生
の力を借りて、弁護士に代わって弁論要旨や
冒 頭 陳述書 な どで使 う 資料と し て の
PowerPoint スライドや法廷に提出する証拠
資料としての動画や画像などのグラフィッ
ク技術を駆使した製作物といった更なるコ

ンツ作りを進めて
として、一般公開し分かりやすい裁判が普及
することに貢献する研究を続けていきたい
と考えている。このような研究機会を与えて
くれた方々に大いに感謝している。
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